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美濃加茂市教育委員会 
  



令和５年度美濃加茂市教育委員会事務の 

点検及び評価について 

 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき教育委員

会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することが義務付

けられています。 
 今回の点検・評価は、「美濃加茂市教育委員会点検評価実施要領」により、令

和５年度に実施した教育委員会（学校教育課、教育総務課の２課）の事務事業に

ついて実施をしました。 
 点検した事務事業は、令和５年度美濃加茂市の教育の方針と重点に基づき実

施された主な事業であり、これらの事業について第一次評価を担当課で行い、こ

れを基に教育委員全員による個別評価、そして全体審議を経て、教育委員会とし

ての最終評価としています。 
 
 A から D までの判定基準は、次のとおりです。 
   A：順調に達成しているもの 
   B：おおむね順調に達成しているもの 
   C：達成見込みであるが課題があるもの 
   D：順調でないもの 
 
 対象とした３１事業の判定結果は、A 判定が６件で１９．３％、B 判定が２３

件で７４．２％、C 判定が２件で６．５％、D 判定が０件で０％でした。 
課題があると評価されたものにつきましては、その理由について考察し、改

善・達成に向けて、更なる努力を重ねていきたいと思います。 
 令和７年度からは第３次教育振興基本計画に基づいた事業を実施します。計

画の実現を図るため、教育委員会は努力してまいりますので、皆様のご理解・ご

協力をお願い申し上げます。 



 
 

令和５年度美濃加茂市教育委員会の方針と重点 

教育総務課（総務係、施設管理係） 

１ 活動方針 

〇「学校が楽しい」の実現に向けての支援 

〇「笑顔あふれる日常」を実現するための環境整備 

 

２ 重点施策 

 （１）学校施設改修工事（主な予定工事） 

ア 小学校施設営繕工事 

・山手小体育館大規模改修工事 

・山之上小体育館非構造部材補強工事 

・太田小防犯カメラ新設工事 

・柱上開閉器取替更新工事（蜂屋小・加茂野小） 

   イ 中学校施設営繕工事 

     ・東中校舎防水及び外壁改修工事 

      

 （２）学校施設の適正な維持管理 

   ア 学校現場からの営繕要望と教育委員会事務局から見た状況を鑑み、優先順位を

決定して計画的な工事を実施していきます。 

   イ 軽微な修繕には、学校長の裁量による迅速な対処を可能にするため、学校配当予

算の修繕費を活用していただいています。 

 

 （３）小規模特認校制度 

   ア 平成２９年度から導入した伊深小学校と三和小学校の小規模特認校制度を継続、

推進します。 

   イ 保育園・幼稚園へ積極的にＰＲするとともに、説明会を開催します。 

   ウ 実績： 

     ＜年度別決定者数＞ 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 累計 

伊深 1 3 3 6 6 3 4 26 

三和 1 0 3 1 0 3 5 13 

      ※卒業・転校により対象外となった児童は５名。 

＜R5 児童数（5.1 現在）＞  
学校 区分 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計 

伊深 小規模 4 2 4 4 3 2 3 22 

  全体 12 15 10 16 8 13 7 81 

三和 小規模 3 4 0 1 4 0 - 12 

  全体 5 7 3 3 8 0 - 26 

 



 
 

（４）小中学校水泳授業民間委託 

コロナ禍で水泳授業が中止となっていた間にプールの老朽化が進み、全学校のプ

ールを水泳授業ができるよう改修するためには多くの費用が必要な状況となった。 

そこで、コストが最小限となるよう、民間事業者が活用できる学校については民

間委託を検証し、活用できない学校については改修を進めることとした。 

   （今後の方針） 

    民間委託の効果や関係者の意向を確認し、民間委託を継続するかプールを改修す

るか決定する。 

 

教育総務課（学校給食センター） 

１ 活動方針 

○ 「学校が楽しい」の実現に向けて給食の時間が待ち遠しくなるよう努力 

○ 「健全な成長」に寄与するためのきめの細かい食育推進 

 

２ 重点施策 

（１）食中毒・異物混入防止のために衛生管理等の徹底を図る。 

※「学校給食が起因と思われる食中毒・異物混入発生時の危機管理体制」 

 「学校給食における異物混入対応マニュアル」参照 

ア 病原性大腸菌（O-157、O-26）及びノロウイルス保菌検査の実施 

イ 定期的な食品検査の実施 

ウ 衛生管理チェック（日常点検）の実施。 

（２）安心安全で美味しい給食の提供 

ア リクエストメニューの実施 

イ ふるさと給食の実施 

（３）食に関する指導 

ア 学校と連携を図りながら食育指導（栄養授業等）の実施 

イ 食育だより配布・給食時間の放送の実施 

   ウ アレルギー及び朝食・夕食調査の実施 

エ 学校給食の残量調査（６月・１１月）の実施 

   オ 親子料理教室の実施 

 




